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【施設平面図】
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【施設断面図】
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単位

単位

単位

年度

項目３ 対象地域

項目２ 対象地域

年度

エコポート施策の概要

国土交通省港湾局環境整備計画室

対象地域

施策名

担当部局

項目１

年度

進捗状況を示すデータ

施
策
の
概
要

国土交通省港湾局では、平成６年に策定した「環境と共生する港湾（エコポート）＜新たな港湾環境政策＞」を環境に係る
指針として位置づけ、これまで環境保全への取り組みを行ってきた。策定から10年が経過し、港湾環境を取り巻く社会情
勢の大きな変化に対応するため、平成１５年６月に国土交通大臣から「今後の港湾環境政策の基本的な方向」について、
交通政策審議会へ諮問がなされ、交通政策審議会港湾分科会環境部会から、平成１７年３月に国土交通大臣へ答申が
行われた。答申では、今後の港湾行政について、「港湾の開発・利用と環境の保全・再生・創出を車の両輪として捉え」
「『港湾行政のグリーン化』を図っていく」とされ、現在、本答申（港湾行政のグリーン化）を港湾環境政策の指針と位置付
け、ますます多様化する環境問題に適切に対応していくとともに、過去に劣化・喪失した自然環境を少しでも取り戻し、港
湾のあらゆる機能に環境配慮を取り込んでいく取組を多様な主体と連携・協働しつつ、推進している。

（１）港湾行政のグリーン化の基本理念
①自然環境に優しく美しいみなとへ　②都市と地球の環境に貢献するみなとへ　③市民とともに歩むみなとへ

（２）今後の港湾環境政策の基本的な方向
①良好な環境の積極的な保全・再生・創出、②多様化する環境問題への対応、③環境施策の実施手法の見直し・充実を
３つを柱とし、港湾のあらゆる機能に環境配慮を取り込むこと、即ち、環境配慮の標準化を目指す。

（３）実現に向けた具体的方策
①良好な環境の積極的な保全・再生・創出
　深掘跡埋め戻しによる青潮等対策、ゴミ・自動車等の投棄対策、民間事業者の施設等の利用転換促進　等
②多様化する環境問題への対応
　接岸中の船舶のアイドリングストップ、石油等の積み出し港湾におけるＶＯＣ対策、リサイクルポートの形成、防災に寄
与する環境整備　等
③環境施策の実施手法の見直し・充実
　港湾計画における環境保全の充実、設計・施工・維持・管理の際の環境配慮等

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

11 Ｎｏ（再掲）

該当箇所番号
該当箇所番号
（再掲の場合）

Ｎｏ
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